
 

 

 



 

➤ HTT 取組推進宣言企業 
➤ その他、都知事が別に指定するもの 
 

 



 

令和６年１月２６日現在 

※令和 6 年 1 月 26 日より、従来の東京都制度融資の要件（東京都内に事業所
があること等）を満たした上で、激甚災害（令和六年能登半島地震による災害
に限る。）について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、
激甚災害を受けた中小企業者又は組合も対象としております。 

 



 

 


